
令和４年９月２６日公示 

我孫子市告示第２１３号 

 

我孫子市農業者向け原油価格・物価高騰対策緊急支援金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症等の影響による原油をはじめ

とする物価の高騰の影響を受けている市内農業者に対し、経営負担を軽減し、

農産物の生産を支援するため、我孫子市農業者向け原油価格・物価高騰対策

緊急支援金（以下「支援金」という。）を交付することに関し、必要な事項

を定めるものとする。  

（交付対象者）  

第２条  この要綱に基づき支援金の交付を受けることができる者は、市内に住

所を有する農業者又は市内に事業所が所在する農業法人であって、令和３年

における農産物の販売額が５０万円以上であるものとする。  

２  支援金の交付は、一の農業者又は農業法人につき１回限りとする。  

（支援金の額）  

第３条  支援金の額は、令和３年分の確定申告に係る次に掲げる経費の額を合

算した額に５分の１を乗じて得た額（１００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とし、１０万円を限度とする。  

（１） 肥料費  

（２） 飼料費  

（３） 諸材料費  

（４） 動力光熱費  

（交付の申請）  

第４条  支援金の交付を受けようとする者は、我孫子市農業者向け原油価格・

物価高騰対策緊急支援金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、令和４年１２月２８日までに市長に申請しなければならない。  

（１） 令和３年分所得税青色申告決算書（農業所得用）又は令和３年分収

支内訳書（農業所得用）の写し  

（２）  その他市長が必要があると認める書類  

（交付の決定）  

第５条  市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審



査し、支援金の交付の可否を決定し、我孫子市農業者向け原油価格・物価高

騰対策緊急支援金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、当該申

請書を提出した者に通知するものとする。  

（請求）  

第６条  前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、支援金の交付を受けようとするときは、交付の決定を受けた

日から３０日以内に我孫子市農業者向け原油価格・物価高騰対策緊急支援金

交付請求書（様式第３号）により、市長に請求しなければならない。  

（交付決定の取消し等）  

第７条  市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１）  偽りその他不正な手段により支援金の交付の決定を受けたとき。  

（２）  その他市長が支援金を交付することが不適当と認めたとき。  

２  市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消したときは、我孫

子市農業者向け原油価格・物価高騰対策緊急支援金交付決定取消通知書（様

式第４号）により、交付決定者に通知するものとする。  

３  市長は、第１項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合におい

て、既に支援金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返

還を命ずるものとする。  

（関係書類の整備等）  

第８条  交付決定者は、支援金の申請の証拠となる帳簿及び関係書類（次項に

おいて「帳簿等」という。）を整備し、令和１０年３月３１日まで保存しな

ければならない。  

２  市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、帳簿等について

提出を求め、又は調査することができる。  

（補則）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

 

附 則  



（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。  

（失効）  

２  この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でに第５条の規定により交付の決定を受けた者に係る第７条に規定する交

付の決定の取消し等及び第８条に規定する関係書類の整備等については、同

日後もなおその効力を有する。  


